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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の運営の仕組み(平成２０年度)長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の運営の仕組み(平成２０年度)

＜対象者数＞ ７５歳以上の高齢者 約１,３００万人

＜７５歳以上の高齢者の医療費＞ １１.９兆円（平成２０年度予算ベース：満年度）

給付費 １０.８兆円 患者負担１.１兆円

被保険者

（７５歳以上の者）

各医療保険（健保、国保等）の被保険者

（０～７４歳）

＜一括納付＞

【都道府県単位で全ての市町村が加入する広域連合】

医療保険者

健保組合、国保など
年金から
天引き

口座振替・
銀行振込等

保険料

＜交付＞

社会保険診療

報酬支払基金

患者

負担

公費（約５割）
〔国：都道府県：市町村＝４：１：１〕

高齢者の保険料
１割

後期高齢者支援金（若年者の保険料）
約４割

７５歳以上の高
齢者の心身の特
性に応じた医療

サービス

＜制度の特徴＞

① 都道府県ごとの広域連合が財政運営の責任主体であることを明確にし、広域連合が一元的に高齢者の方々から保険料
をお預かりし、その使い途にもしっかりと責任をもつ体制とする

② 都道府県ごとの医療費の水準に応じた保険料を、高齢者の方々全員に、公平に負担していただく（県内では同一所得の
方については同一の保険料とする） ※これにより、市町村ごとに約５倍の保険料格差があったのが約２倍に縮まる

③ 若い人と高齢者の分担ルールを明確にし、高齢者にも若い方々にも納得して負担していただく

各医療保険者の支援金負担額は、0～74歳の加入者数に応じて

決まる仕組み
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今後の高齢者医療費の

増嵩にどう対応するか

費用負担の透明性

財政責任の明確化

医療費適正化
の推進

後期高齢者にふさわしい

医療の提供

・高齢世代の保険料の扱いが
不明確。必要な費用が際限なく
現役世代に回される仕組み。

・老健制度の実施主体である市
町村は、医療費を支払うだけで、
保険料の徴収を行っておらず、
責任が不明確。

○現役と高齢者の分担
ルールを明確化

○「広域連合」のもとに
財政・運営責任を明確化

○市町村が望む都道府県
単位の財政運営に

・ 生活習慣病対策
（特定健診・保健指導等）

・ 長期入院の是正

高齢期における

医療費の適正化

従来の制度の問題点

医療費適正化計画
新たな高齢者
医療制度の創設

現状

・生活習慣病は、国民医療費
の約３割、死亡数割合では
約６割を占める

・国際的にも長い平均入院
日数

・生活を支える医療の提供
・在宅医療の充実

医療費（兆円）
年度

対象者数
（万人) 改革前 改革後

２００６（H１８） １,３００ １１

２０１５（H２７） １,６００ １８ １６

２０２５（H３７） ２,０００ ３０ ２５
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長寿医療制度でこう変わります長寿医療制度でこう変わります

高齢者のご負担分と現役世代の負担の割合を明確にしました。

将来的に現役世代の人口は少なくなります。このため、現役世代
の負担（全体の４割程度）と高齢者（全体の１割程度）とバランス
のとれた負担のルールを設定しました。

実施主体（保険者）を都道府県単位としました。

都道府県の広域連合が責任ある保険者として運営が効率化し
ます。窓口はこれまでどおり身近な市区町村です。

高齢者お一人おひとりが共通のルールにより保険料を支払うことになりました。

みんな都道府県単位で、国保の方も、健康保険の被扶養者の
方も、同じルールでご負担いただきます。

※将来的には現役世代が減少することを踏まえ、長寿医療世代と現役世代のバランスを取りながら２年に1度、見直し。
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「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について」
（６月１２日政府・与党とりまとめ）の実施状況について

項目 実施状況（予定）

３．終末期相談支援料及び後期高齢者診療料 ６月２５日 中医協に終末期相談支援料の算定凍結を諮問・答申

７月 １日 相談支援料の算定を凍結

相談支援料、高齢者診療料ともに、中医協において検証作業に着手

４．広域連合と市区町村の役割と責任分担 ７月２５日 市区町村の事務として「後期高齢者医療に係る広報及び相談に関する
事務」を明記した政令を公布。施行通知において、あらためて地域ごとに住民に対
する説明会をきめ細かく開催するよう依頼。

８月１２日 １０月からの特別徴収等の開始に伴い、市町村に住民説明会の積極的
な開催等を求める通知を発出。

５．自治体独自の医療費助成事業や人間ドック費
用への助成事業の在り方

６月２６日 全国会議にて、人間ドックを含む健康増進事業の実施について、市町
村及び広域連合で検討することを依頼

７月２３日、各都道府県に対し、医療費助成事業の助成要件の見直しの検討、関
係者に対する事業内容の情報提供等について、通知により依頼

１．保険料の軽減 ７月中旬 各広域連合において条例改正

８月中旬 保険料額変更決定通知書の発送

２．普通徴収の対象者の拡大 ７月２５日 改正政令を公布

７月２９日 口座振替により世帯の所得税等が減る目安について情報提供

８月上旬まで 普通徴収への切り替えを希望する者は市区町村に申請

８月２５日まで 市町村は要件を満たす者の１０月分の特別徴収について中止依頼

６．事務事業実施に当たっての分かりやすい説明、
見やすい印字等

６月２６日 全国会議にて、次の被保険者証の一斉切替え時期などに向けて、被保
険者証の印字を大きくするなどの必要な措置を講じるよう、広域連合に指示（８月
末までに２５都県において改善済み。）

７．資格証明書の運用 ６月２６日 全国会議にて、広域連合ごとに、統一的な運用基準を設けるよう指示
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７割軽減
５割軽減

年金収入

応
益
分

〔
被
保
険
者
均
等
割
〕

応
能
分

〔
所
得
割
〕

１６８万円 １９２．５万円 ２３８万円

１７３万円
７５％

１９３万円
５０％

１６８万円
１００％

○ 東京都は、独自の保険料軽減策として、年金収入208万円までの被保険者について、所得割

額を100％、75％、50％、25％軽減する措置を講じている。

○ 平成２０・２１年度に限定した措置。

２割軽減

年金収入でみた軽減イメージ

所得割賦課ライン
１５３万円

旧ただし書所得
（年金収入）

所得割額の
軽減割合

15万円
（168万円）

まで
100%

20万円
（173万円）まで 75%

40万円
（193万円）まで 50%

57万円
（210万円）程度

まで
25%【９割軽減】

① ７割軽減世帯のうち、長寿医療制度の被保険者の全員が年金収入で８０万円以下（その他の各種所

得はない）の世帯について９割軽減とする。
② 所得割を負担する方のうち、所得の低い方（具体的には、年金収入153万円から211万円までの被

保険者）について、所得割額を50％程度（※所得に応じて軽減率を変えることも検討）軽減する措置

を講じる。

③ このような措置を講じてもなお保険料が上昇し、これを支払うことができない特別の事情がある者

については、広域連合条例に基づく個別減免を行うことも含め、市町村においてよりきめ細かな相談

を行える体制を整備する。

平成2１年度の対応

２１１万円
２５％

【夫婦世帯の例（妻の年金収入１３５万円以下の場合）】
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平成2０年度の対応

①２１年度までの措置として、２０年度については、７割軽減世帯で８月まで年金から支払っている方

については、１０月からは保険料を徴収しないこととする。なお、７割軽減世帯で納付書等で納めて

いただく方にも同等の軽減措置を講ずる。（８．５割軽減。月額保険料は、全国平均で約１，０００

円→約５００円)
②所得割を負担する方のうち、所得の低い方（具体的には、年金収入153万円から211万円までの被保

険者）については、平成２０年度は、原則一律５０％軽減とする。

７割軽減
５割軽減

年金収入

応
益
分

〔
被
保
険
者
均
等
割
〕

応
能
分

〔
所
得
割
〕

１６８万円 １９２．５万円 ２３８万円

２割軽減

年金収入でみた軽減イメージ

所得割賦課ライン
１５３万円

２１１万円

50％軽減

【８．５割軽減】

【夫婦世帯の例（妻の年金収入１３５万円以下の場合）】
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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の創設に伴う
保険料額の変化に関する調査結果（概要）

【ポイント】

○ 75歳以上がいる市町村国保世帯の

うち、長寿医療制度の創設に伴い保

険料額が減少する世帯割合は全国で

６９％

○ 与党PTによる軽減策（H20の対策）

を導入すると全国の軽減世帯の割合

は７５％

（注）割合は、後期高齢者がいる市町村国保世帯のうち

後期高齢者医療制度創設によって保険料が減少する

ものの割合

北海道 79% 82%
青森県 73% 76%
岩手県 82% 83%
宮城県 75% 75%
秋田県 73% 74%
山形県 79% 80%
福島県 76% 78%
茨城県 78% 79%
栃木県 87% 87%
群馬県 87% 88%
埼玉県 54% 70%
千葉県 69% 73%
東京都 44% 71%

神奈川県 70% 71%
新潟県 69% 71%
富山県 72% 73%
石川県 68% 71%
福井県 68% 72%
山梨県 82% 84%
長野県 74% 77%
岐阜県 72% 75%
静岡県 81% 82%
愛知県 59% 62%
三重県 79% 80%
滋賀県 77% 79%
京都府 73% 75%
大阪府 81% 83%
兵庫県 70% 74%
奈良県 81% 82%

和歌山県 75% 79%
鳥取県 82% 84%
島根県 79% 83%
岡山県 73% 79%
広島県 74% 77%
山口県 62% 67%
徳島県 87% 89%
香川県 52% 58%
愛媛県 67% 83%
高知県 52% 77%
福岡県 61% 67%
佐賀県 68% 72%
長崎県 76% 79%
熊本県 64% 71%
大分県 64% 73%
宮崎県 78% 84%

鹿児島県 63% 73%
沖縄県 36% 61%

全国計 69% 75%

与党PTによる
軽減策導入後

都道府県 減少する世帯割合
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長寿医療制度における保険料の特別徴収に係る対策

【現行制度の内容】
○ 市町村は、長寿医療制度における保険料について、原則として年金から特別徴収することが法律上義務づけら

れている。
○ ただし、災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく

困難であるものその他政令で定めるもの※については、普通徴収によることとしている。
○ したがって、法律上、特別徴収を被保険者ごとの完全な選択制とすることはできない。

※ 年金額が18万円未満の者 又は
長寿医療制度の保険料と介護保険料との合算額が年金額の1／2を超える者

＜参考＞高齢者医療確保法第１１０条において準用する介護保険法第１３５条第１項
第百三十五条 市町村は、高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る被保

険者（災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるもの
を除く。）に対して課する当該年度の保険料の全部（厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部）を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。た
だし、当該通知に係る被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別
徴収の方法によらないことができる。

【対策の内容】
年金からの保険料徴収については、以下の申し出をし、確実な納付が見込まれる者として

市町村が認める場合に普通徴収ができることとする。

① 国保の保険料を確実に納付していた者（本人）が口座振替により納付する場合
② 連帯納付義務者（世帯主又は配偶者）がいる者（年金収入が180万円未満の者）でそ

の口座振替により納付する場合
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○ 終末期を迎えられた患者さんが、ご本人の望む納得のいく診療方針で、残さ

れた日々を充実した形で過ごすことができるようにすることを目的としたもの

○ 医師が、終末期と判断した患者さんに対して、患者さんの同意を得て、看護師

と共同して、今後予想される病状の変化や介護を含めた生活支援、病状が急変

した場合の延命治療等の実施の希望や急変時の搬送の希望等の終末期にお

ける診療方針等について話し合いを行い文書にまとめ、患者に提供することを

評価

※ 入院患者は退院時又は死亡時に２０００円を算定

○ 医師は、患者に意思の決定を迫ってはならず、延命治療等の実施の希望等が

確認できない場合は、「不明」、「未定」と記載することで差し支えない。

○ 患者は、作成した文書の変更を何度でも自由に行うことができる。

※ この場合であってもこの相談支援料は１回しか算定できない。

後期高齢者終末期相談支援料について
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○ ご本人が選んだ高齢者担当医が、病気だけではなく、気分が落ち込んでいない
か、日常生活に支障はないかなど心と体の全体を診て、外来、入退院、在宅医療
まで継続して関わる仕組み（後期高齢者診療料 600点/月）。

○ 地域差はあるものの、全国的には内科診療所の２５％程度に相当する数の医
療機関が届け出ている。（5月１日現在の届出医療機関数：9,478件）

○ 制度に対する誤解等もあり、関係者に対し、制度の周知に努めていく。

＜ポイント＞

○ 届出を行った医療機関が、その医療機関を選定した患者の同意を得た場合に算定

○ 高齢者担当医を選んだ場合は、

① 服薬、運動、栄養、日常生活に関する総合的な治療管理に係る診療計画書が定期的に

交付されるほか、（３ヶ月に１回程度）

② 診療日ごとに、当日行った診療内容の要点や次回の受診日時や予定される検査等を

文書で交付される。

○ この診療料によらず、患者の病態ごとに出来高等での算定を選択することも可能

○ 患者は、高齢者担当医を変更できる。担当医を通さず、他の医療機関に直接かかることも可能

○ この「診療料」を算定している場合でも、投薬の費用は別途算定可能であり、また、急性増悪時に

は５５０点以上の検査等（CT 等）も別途算定可能であり、しっかりと医療が受けられる。

後期高齢者診療料（高齢者担当医）について
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与党ＰＴにおける今後の検討課題について

与党プロジェクトチームにおける検討課題 検討状況

（１） 保険料軽減判定を個人単位で行うことについては、
他制度との関連も含めて引き続き検討し、早急に結論を
得る。また、世帯内で個々人が加入する保険が異なるこ
と等加入関係の変化に伴う問題についても、併せて検討
する。

○保険料軽減判定を個人単位で行うことについては、費
用、介護や国保との関係等を考慮の上、どのような対応
が可能か、引き続き検討する。

○７５歳到達月の患者負担の限度額が２倍となることへ
の対応については、７５歳到達月における自己負担限度
額の特例を創設する政令改正を行い、平成２１年１月か
ら施行する。なお、平成２０年４月以降についても、同様
の取扱いとすることとし、具体的な事務手続等をさらに詰
める。

○長寿医療制度の創設に伴い、一部の方については、
新たに現役並み所得者と判定され、１割負担から３割負
担となることから、その方については１割負担のままとす
るよう政令改正を行い、平成２１年１月から施行する。

（２） 保険料の年金からの徴収の対象要件（年金額18
万円以上）の引上げやいわゆる被扶養者の年金からの
徴収の是非等そのあり方については、他制度への波及
等も含めて引き続き検討する。

○今回の普通徴収に係る対象範囲の拡大を踏まえ、引
き続き検討する。

（３） 70歳から74歳の医療費自己負担増（１割→２割）

及び被用者保険の被扶養者の保険料負担についての平
成21年４月以後の扱いについては、昨年10月の与党高

齢者医療制度に関するプロジェクトチームのとりまとめを
踏まえ、引き続き検討する。

○70歳から74歳の医療費自己負担増（１割→２割）の凍
結及び被用者保険の被扶養者の保険料負担の軽減につ
いては、平成21年度も継続して実施する。

（４）都道府県の関与の在り方について検討する。 ○市長会・町村会・広域連合等の意見を聴取しながら、
関与のあり方について、引き続き検討する。

13
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「安心実現のための総合対策」（抜粋）
（平成２０年８月２９日経済対策政府・与党会議決定）

２．(１）医療の安心確保

◇ 国民の医療に対する不安の解消を図るため、高齢者医療の円滑な運営につい

てきめ細かな措置を講じるとともに、地域医療の確保、医師不足や勤務医への
対応等医療体制の確保に向けた取組を強化する。また、新型インフルエンザの
発生が予断を許さない状況にあることから、抗インフルエンザウイルス薬やワク
チンの備蓄等を早急に行う。

また、平成２３年度中を目途に実現することとされている社会保障カード（仮称）
について、実現に向けた環境整備を行う。

＜具体的施策＞

○高齢者医療の円滑な運営のための対策の充実

・市町村による小学校区ごとのきめ細かな相談や説明会の実施

・長寿医療制度における低所得者の保険料の軽減

・７０歳～７４歳の医療費自己負担見直し（２割に引上げ）の凍結の継続

・長寿医療制度被保険者（被扶養者であった方）の保険料負担軽減（９割軽減）の
継続
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平成２１年(度)における高齢者医療の負担のあり方について

平成２０年９月９日
与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム

新たな高齢者医療制度は、国民皆保険制度を将来にわたり維持するため、現役世代と高齢者でともに支え合うものと
して設けられたものであり、６月１０日に「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について」をとりまとめ、６月
１２日に政府・与党として決定し、政府において順次実施に移されているところである。
このうち、政府・与党決定において「さらに検討すべき課題」として整理した項目について、現在の高齢者の置かれて

いる状況に配慮し、以下の措置を講じるものとする。
なお、政府においては、地方自治体関係者とも十分連携しながら、今回の措置を含む負担の軽減策と合わせ制度の

趣旨・必要性について、市町村において地域ごとの説明会を実施するなど、引き続き懇切丁寧に説明し、ご理解をいた
だく努力をするよう求める。

１． ７０歳から７４歳の医療費自己負担増（１割→２割）及び被用者保険の被扶養者の保険料負担の軽減策について

（１） これらの措置については、７月１７日に本プロジェクトチームにおいて、平成２１年度も実施が必要であるとしたこと
を踏まえ、８月２９日に政府・与党によって決定された「安心実現のための緊急総合対策」に盛り込まれたところであ
る。具体的には、これらの措置をいずれも平成２１年４月から平成２２年３月までの１年間、継続することとする。
なお、平成２２年度以降の取扱いについては、本プロジェクトチームにおいて引き続き検討する。

（２） 上記の措置に係る予算については、平成２０年度において保険料の誤徴収が生じたこと等に鑑み、予算措置を早
期に明確にして準備期間を確保する観点から、「安心実現のための緊急総合対策」の内容を踏まえ現在編成作業が
進められている補正予算に適切に計上する。

２．長寿医療制度の施行による加入関係の変化に伴う問題について
（１） 月の途中で７５歳となり長寿医療制度に移行する場合、移行前後の医療保険制度においてそれぞれ自己負担限

度額を支払い、限度額が２倍になるという問題が生じうる。これについては、従前と同様の限度額となるよう、７５歳
に到達した月において、移行前後の医療保険制度における自己負担限度額をそれぞれ本来額の２分の１に設定す
ることとし、平成２１年１月から実施する。
なお、平成２０年４月以降についても、この方針に沿って同様の取扱いとすることとし、具体的な事務手続等をさら

に詰める。
（２） 長寿医療制度の創設に伴い、一部の方については、世帯構成及び収入が変わらないにもかかわらず新たに現役

並み所得者と判定され、自己負担割合が１割から３割となるという問題がある。これについては、従前と同様１割負
担のままとすることとし、平成２１年１月から実施する。 １６



○ ７０～７４歳の方（注）の窓口負担について、医療制度改革により、平成２０年４月から２割負担
に見直されることとされていたものを、平成２０年４月から平成２１年３月までの一年間、１割に据え
置いているところ。
（注）既に３割負担を頂いている方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除く。

○ 平成２１年４月から平成２２年３月までの１年間においても、同様の凍結措置を継続する。

70～74歳の患者負担の見直しの凍結について

【平成２０年４月～】
（凍結前）

７０歳

現役並
所得者

一般・
低所得者

【平成２０年４月～２２年３月】
（凍結後）

【３割】

【１割】

【３割】

７０歳 ７５歳 ７５歳７０歳

【３割】 【３割】

【１割】 【１割】 【１割】【２割】

【～平成２０年３月】

【３割】【３割】 【３割】 【３割】

（注）平成１８年の医療制度改革における、国保の財政基盤強化措置については、平
成２１年度までの時限措置とされていることから、平成２２年度は、国民健康保険制度
の見直しが必要。
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本来
保険料

均等割
５割減

均等割
９割減

○ 被用者保険の被扶養者であった方については、制度加入時から２年間の軽減措置（均等割５
割軽減）に加えて、
・ 平成２０年４月～９月の半年間は凍結し、
・ 平成２０年１０月～平成２１年３月の半年間は、均等割を９割軽減した額としている。

○ 平成２１年４月から平成２２年３月までの１年間においても、同様に９割軽減の措置を継続する。

被用者保険の被扶養者からの保険料徴収の凍結について

２０年１０月 ２１年４月 ２２年４月２０年４月

360億円

400億円 420億円

＜所要経費等＞

340億円

地方負担
（法律上の措置）

国庫負担
（予算上の措置）
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長寿医療制度に関する今後の動き
８月 ９月 10月 11月～

21年3月

低所得者に対
する保険料の
減額の通知

●

申出期限
8/25

口座振替
への切替
申出

４～６月 ７月 8～9月 10月

年金から
の支払い

10/15
●

①被扶養者の9割軽減の延長
②70歳から74歳の医療費自己負担増
(1割→2割)の凍結を延長

口座振替
での支払い

開始

低所得者（7割軽

減）からの保険料
徴収の凍結 １０月から

の年金か
らの支払
い

保険料徴収再開

７月から納付書等

・ 被扶養者からの徴収開始（約２００
万人、普通徴収を含む）

・ 未実施自治体（東京23区の一部、

横浜市等）での年金からの支払い
開始（約９０万人）

・ 被用者保険の被保険者本人の年
金からの支払い開始（約３５万人）

・ 国保での年金からの支払い開始
（約300万人）

10月の徴収開始に向けた広報の徹底
・ 市町村による小学校区単位での

説明会実施
・ 政府広報の集中実施
・ 広域連合、市町村による

被保険者への周知 等

保険料徴収再開（7割軽減対象者）

に向けた広報の徹底
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市町村によるきめ細かな住民説明会の実施

政府広報の計画的な実施

長寿医療制度の10/15に向けた広報の取組み

② 市町村が小学校区を基本としてきめ細かな説明会を実施するよう依頼（通知）（8/12）

① 新聞折り込み広告（9/1、制度の内容・ねらい、改善策、10月からの被扶養者からの徴収、国保での
年金からの支払いのお知らせ）

② 政府広報によるテレビ、ラジオ、新聞広告（9月下旬～10月上旬、 10月からの被扶養者からの徴収、
国保での年金からの支払いのお知らせ）

① 市町村が行う事務として「広報及び相談に関する事務」を位置付け（政令改正、7/25施行）

③ 市町村が行う説明会に資するよう、次のようなDVD、リーフレット等を送付（8月～9月上旬）
・ 舛添大臣、ジャーナリストによる長寿医療制度広報用DVD

・ リーフレット「長寿医療制度について」
・ 長寿医療制度に加入する前の状況に応じた被保険者別説明資料

※ 説明会実施に係る経費は、国からの補助により措置（補正予算においても必要経費を要求）

＜参考：これまで行ってきた政府広報＞

○ 新聞広告（6/28：長寿医療制度の説明(全面)、7/23：長寿医療制度の改善策(記事下)）

○ 政府広報テレビ「そこがききたい」舛添大臣インタビュー（8/10、17） ２０

※ 市町村、広域連合においても、広報紙、被保険者へのお知らせの送付により地域の状況を踏まえた
広報を実施中



７５歳到達月の患者負担の限度額が２倍となることについて

４月 ５月 ６月７５歳年齢到達日

自己負担限度額
４４，４００円

自己負担限度額
４４，４００円

自己負担限度額
４４，４００円

自己負担限度額
４４，４００円

国保
（健康保険）

長寿医療

国
保
（
健
康
保
険
）
→
長
寿
医
療

【概要】
月の途中で７５歳の誕生日を迎えて長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の

被保険者となる場合、それまで加入していた医療保険制度（国保・被用者保険）
で自己負担限度額まで負担し、長寿医療制度でも自己負担限度額まで負担す
ることとなることから、被保険者から見れば、一部負担金等の額が前月と比べ
て２倍となることが生じうる。
※ ６月１２日の政府・与党とりまとめにおいても「加入関係の変化に伴う問題についても、併せて検討する。」と
されており、早急な対応が求められている。

【現状】（自己負担限度額の区分が一般の場合）

７月

４４，４００円 ８８，８００円 ４４，４００円 ２１



「７５歳到達月における自己負担限度額の特例」の創設について

４月 ５月 ６月７５歳年齢到達日

自己負担限度額
４４，４００円

自己負担限度額
４４，４００円

国保
（健康保険）

長寿医療

【対応案】
７５歳到達月については、誕生日前の医療保険制度（国保・被用者保険）と誕生日後

の長寿医療制度における自己負担限度額を本来額の２分の１に設定する。→（７５歳到
達月における自己負担限度額の特例）

これにより、誕生月における自己負担限度額の合計は前月と同様になり、月の途中に
７５歳になることに起因して、一部負担金等の額が増額となることは解消される。

【施行時期】
システム改修に要する期間等を考慮し、平成２１年１月から施行する。なお、平成２０年

４月以降についても、同様の取扱いとすることとし、具体的な事務手続等をさらに詰める。

【具体例】（自己負担限度額の区分が一般の場合）

７月

自己負担限度額
２２，２００円

自己負担限度額
２２，２００円

４４，４００円 ４４，４００円４４，４００円

国
保
（
健
康
保
険
）
→
長
寿
医
療
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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の被保険者の所得判定について長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の被保険者の所得判定について

○ 長寿医療制度の被保険者の一部負担金の負担割合は、１割であるが、現役世
代と同様の負担能力を有する者については、現役世代と同じ３割としている。
この負担能力の判定基準となる課税所得及び収入の基準は、

① 世帯内に、課税所得の額（広域連合が職権で判定）（※１）が１４５万円以上
の被保険者が一人でもいること、かつ、

② 世帯に属する被保険者全員の収入の額（被保険者からの申請）（※２）が、
被保険者複数世帯 ５２０万円以上（被保険者単身世帯 ３８３万円以上）である。

○ 負担能力の判定基準については、公平な判定を行うため、被保険者一人ひとり
の課税所得を基本としている。

しかしながら、税法上の控除の関係から、実際には、収入額が少ないにもかか
わらず、課税所得が１４５万円以上となるケース（例：夫婦ともに無年金で、夫の給
与収入のみ）が存在する。このようなケースを救済するため、課税所得だけでなく、
収入による判定も行っているもの。

○ その際、市町村民税が非課税であるため申告を要しない者については、広域連
合が収入に関する情報を保有しないため、広域連合の職権で判定を行うことはでき
ない。このため、被保険者からの申請によることとしている。

※１ 課税所得：収入から公的年金等控除、基礎控除、給与所得控除等の住民税法上の控除金額を差し引いた額。

※２ 収入：所得税法上の収入額であり、上記の控除金額を差し引く前の額。

２３



【問題の所在】
○ 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の創設により、現役並み所得者の判定基準について、同一の
世帯に属する被保険者のみの所得及び収入をもとに判定することとしたことに伴い、一部に現役並み
所得者に移行する方が生じている。

〈対象者〉
○ 課税所得１４５万円以上及び年収３８３万円以上であり、同一世帯に他の長寿医療制度の被保険者
がいない者であって、かつ、その者及び同一世帯の７０歳から７４歳までの者の年収の合計が５２０万
円未満のもの。

〈経過措置〉
○ 平成２０年８月からの２年間は、上記対象者は３割負担となるが、その者及び同一世帯に属する７０
歳から７４歳までの者の年収の合計が５２０万円未満である旨の申請をすれば、 自己負担限度額につ
いて一般並みに据え置く経過措置を設けている。
※ 本経過措置の対象者数：１３，８６６人（８月２７日時点）。ただし、申請を行っていない者も一定数いると考えられる。
※ 平成２０年４月～７月の間は、経過措置として、老人保健制度と同様に、同一世帯に属する７０歳から74歳までの方（６５歳以上で
障害認定を受けている方を含む）の所得及び収入で判定。

【対応案】
○ 上記対象者が、その者及び同一世帯に属する７０歳から７４歳までの者の年収の合計が５２０万円
未満である旨の申請をすれば、 １割負担となるよう政令改正を行う。
※ 被用者保険及び国保に加入する７０歳から７４歳までの方についても、同様の政令改正を行う。
※ 現在、平成２０年８月からの経過措置の対象になっている者は、職権で１割負担の被保険者証を１２月中に送付する。

【施行日】
○ 平成２１年１月

長寿医療制度の創設により新たに現役並み所得者になる方への対応について長寿医療制度の創設により新たに現役並み所得者になる方への対応について

Ｈ20．4～Ｈ20．7
定率負担 １割
自己負担限度額 ４４，４００円
外来限度額 １２，０００円

H20．8～
３割

４４，４００円
１２，０００円

H21．1～
１割

４４，４００円
１２，０００円 ２４



夫：１割、妻：１割

→夫：３割、妻：１割（※）

夫婦収入合算５２０万円

① 妻：３８３万円以上

（課税所得１４５万円以上）

夫：３割、妻：３割

→夫：３割、妻：３割

夫：１割、妻：１割

→夫：１割、妻：１割（※）

夫：３割、妻：３割

→夫：１割、妻：１割（※）

夫
収
入
３
８
３
万
円

１．夫の課税所得が１４５万円以上の場合

２．夫の課税所得が１４５万円未満の場合
夫婦ともに１割負担のまま変更なし

上段：平成２０年７月以前

→下段：現行

現役並み所得者の判定単位の変更（夫７５歳以上、妻７０歳～７４歳で、夫の収入が高い場合）による影響

（１）夫３８３万円以上、夫婦５２０万円未満

（３）夫３８３万円未満、夫婦５２０万円未満 （４）夫３８３万円未満、夫婦５２０万円以上

（２）夫３８３万円以上、夫婦５２０万円以上

以上未満

以上

未満

② 妻：３８３万円未満

夫：３割、妻：３割

→夫：３割、妻：１割（※）
夫（長寿医療制度の被保険者）
について、１割負担とする。

※ ７０歳～７４歳の患者負担は、法令上２割負担であるが、平成２０年度は１割負担のまま据え置いている。
※ 妻の収入が高い場合についても同様。

改正

２５



夫：１割（※）、妻：１割

→夫：３割、妻：１割

夫婦収入合算５２０万円

① 妻：３８３万円以上

（課税所得１４５万円以上）

夫：３割、妻：３割

→夫：３割、妻：３割

夫：１割（※）、妻：１割

→夫：１割（※）、妻：１割

夫：３割、妻：３割

→夫：１割（※）、妻：１割

夫
収
入
３
８
３
万
円

１．夫の課税所得が１４５万円（健保等については月収が２８万円）以上の場合

２．夫の課税所得が１４５万円（健保等については月収が２８万円）未満の場合
夫婦ともに１割負担のまま変更なし

上段：平成２０年７月以前

→下段：現行

現役並み所得者の判定単位の変更による影響

（１）夫３８３万円以上、夫婦５２０万円未満

（３）夫３８３万円未満、夫婦５２０万円未満 （４）夫３８３万円未満、夫婦５２０万円以上

（２）夫３８３万円以上、夫婦５２０万円以上

以上未満

以上

未満

② 妻：３８３万円未満

夫：３割、妻：３割

→夫：３割、妻：１割夫（国保、健保等の被保険者）
について、１割負担とする。

現役並み所得者の判定単位の変更（夫７０～７４歳、妻７５歳以上で、夫の収入が高い場合）による影響

※ ７０歳～７４歳の患者負担は、法令上２割負担であるが、平成２０年度は１割負担のまま据え置いている。
※ 妻の収入が高い場合についても同様。

改正

２６
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